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議案第  号 

   世田谷区立青少年交流センター条例 

 上記の議案を提出する。 

    平成２６年１１月２５日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 世田谷区立青少年交流センターを設置する必要があるので、本案を提出す

る。 



－2－ 

   世田谷区立青少年交流センター条例  

（目的及び設置） 

第１条 青少年（おおむね３０歳以下の者をいう。以下同じ。）の健全な育成を図る 

とともに、青少年の社会的自立を総合的に支援し、活力ある地域社会を実現するこ 

とを目的として、世田谷区立青少年交流センター（以下「センター」という。）を 

設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

（施設） 

第３条 センターの施設（以下「施設」という。）は、別表第２のとおりとする。 

（休館日） 

第４条 世田谷区立青少年交流センター池之上青少年会館（以下「池之上センター」

という。）の休館日は、次のとおりとする。 

 ⑴ 毎月（８月を除く。）の第２月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日（次項において「休日」

という。）に当たるときは、その直後の休日でない日 

 ⑵ １月１日から同月３日まで 

 ⑶ １２月２９日から同月３１日まで 

２ 世田谷区立野毛青少年交流センター（以下「野毛センター」という。）の休館日

は、次のとおりとする。 

 ⑴ 月曜日。ただし、休日及び７月１日から８月３１日までの間の月曜日を除く。 

 ⑵ １月１日から同月３日まで 

 ⑶ １２月２９日から同月３１日まで 

３ 前２項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、休館日を変更

し、又は臨時に休館日を定めることができる。 

（開館時間） 

第５条 池之上センターの開館時間は、午前９時から午後１０時までとする。 

２ 野毛センターの開館時間は、宿泊して使用する場合を除き、午前９時から午後９

時までとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、臨時に開館時
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間を変更することができる。 

（事業） 

第６条 センターは、施設を青少年等の使用に供するほか、次に掲げる事項に関する

事業を行う。 

 ⑴ 青少年同士の交流及び青少年と異なる世代との交流の促進 

⑵ 青少年の自立支援 

⑶ 青少年向けの講演会、講座、研修等の実施 

⑷ 青少年に関わる各種団体、施設等との連携 

⑸ 青少年に関する情報の収集及び提供並びに青少年に係る相談 

⑹ 青少年に関する調査及び研究 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、第１条の目的を達成するために必要な事項 

（使用時間等） 

第７条 別表第３の左欄に掲げる施設は、同表の右欄に掲げる使用時間の区分に応じ、 

使用することができるものとする。ただし、区長が必要と認めるときは、当該使用

時間を延長することができる。 

２ 前項の区分における使用時間は、準備及び原状の回復に要する時間を含むものと

する。 

３ 野毛センターは、その休館日の翌日の午前９時から次の休館日の前日の午後９時

までの間において２日間又は３日間にわたり１回に限り宿泊してその施設を使用す

ることができる。ただし、区長が必要と認めるときは、２日間若しくは３日間を超

え、又は複数回にわたって使用することができる。 

４ 前項の規定にかかわらず、野毛センターは、７月２１日から８月３１日までの間

にあっては、午前９時から翌日の午後９時までの２日間にわたり１回に限り宿泊し

てその施設を使用することができる。ただし、区長が必要と認めるときは、午前９

時から翌日午後９時までの２日間を超え、又は複数回にわたって使用することがで

きる。 

（使用することができる者） 

第８条 青少年は、池之上センターの読書室及び野毛センターの読書室を使用するこ

とができる。 

２ 青少年の団体又は青少年の健全な育成を目的とする団体であって、構成員の総数
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が５人以上のもの（以下「青少年団体」という。）は、池之上センターの読書室及

び野毛センターの読書室以外の施設を使用することができる。 

３ 青少年団体は、野毛センターに宿泊してその施設（読書室を含む。次項において

同じ。）を使用することができる。 

４ 前項の規定にかかわらず、青少年団体のうち次の各号に掲げるものにあっては、

当該各号に定める場合に限り、野毛センターに宿泊してその施設を使用することが

できる。 

 ⑴ 構成員の過半数が中学生以下の者であるもの 当該中学生以下の者の保護者全

員の同意を得、かつ、相当数の保護者又は成年者である指導員が同行する場合 

 ⑵ 構成員の過半数が高校生又はこれに準ずる者であるもの 当該高校生又はこれ

に準ずる者の保護者全員の同意を得ている場合 

５ 区、他の地方公共団体又は公共的団体（以下「公共的団体等」という。）は、公

用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために池之上センターの読書室及び野

毛センターの読書室以外の施設を使用することができる。 

（登録） 

第９条 池之上センターの読書室を使用しようとする青少年及び野毛センターに入館

しようとする青少年は、あらかじめ規則で定めるところにより登録を受けなければ

ならない。 

（使用の手続） 

第１０条 池之上センターの読書室を使用しようとする青少年並びに施設を使用しよ

うとする青少年団体及び公共的団体等は、規則で定めるところにより区長に申請を

し、使用の承認を受けなければならない。 

２ 区長は、前項の申請をした者が次のいずれかに該当するときは、使用の承認をし

ないものとする。 

 ⑴ 営利を目的とするとき。 

 ⑵ 秩序を乱すおそれがあるとき。 

 ⑶ 管理上支障があるとき。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、区長が必要があると認めたとき。 

３ 区長は、第１項の申請をした者がこれまでの使用について次のいずれかに該当す

るときは、使用の承認をしないことができる。 
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 ⑴ 正当な理由がなく使用の承認を受けた施設を使用しなかったとき。 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に著しく

違反したと区長が認めたとき。 

（使用の条件） 

第１１条 区長は、使用の承認をする場合において、必要な条件を付すことができる。 

（承認の取消し等） 

第１２条 区長は、使用の承認を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該使

用の承認を取り消し、使用の条件を変更し、又は使用を停止することができる。 

 ⑴ 使用の目的又は条件に違反したとき。 

 ⑵ この条例又はこの条例に基づく規則の規定に著しく違反したとき。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認めたとき。 

２ 前項の規定は、第９条の登録の取消しに準用する。 

（使用料等） 

第１３条 施設の使用料は、無料とする。 

２ 野毛センターの寝室Ⅰ若しくは寝室Ⅱにおいてシーツを使用し、又は食堂・厨房 

においてガス設備を使用する青少年団体又は公共的団体等は、洗濯費用又はガス代 

を納付しなければならない。ただし、区が使用する場合は、この限りでない。 

（空き時間使用） 

第１４条 第８条に定めるもののほか、区長は、施設（池之上センターの学習室（交

流室）Ⅰ、学習室（交流室）Ⅱ、音楽室及び和室並びに野毛センターのホール、和

室Ⅰ、和室Ⅱ、交流室、会議室Ⅰ、会議室Ⅱ、食堂・厨房及び創作活動室に限る。

以下この条において同じ。）の使用状況に余裕があると認めるときは、当該施設を

次項に規定する団体の使用に供することができるものとする。 

２ 前項の団体は、構成員の総数が５人以上で、かつ、構成員の２分の１以上が区内

に住所、勤務先又は通学先を有する団体であって、世田谷区公共施設の共通使用手

続に関する規則（平成９年５月世田谷区規則第８２号）第４条第１項に規定する利

用者登録又は世田谷区教育委員会公共施設の共通使用手続に関する規則（平成９年

５月世田谷区教育委員会規則第７号）第４条第１項に規定する利用者登録を受けた

もの（以下この条において「登録団体」という。）とする。 

３ 登録団体が施設の使用の承認を受けたときは、指定された期日までに別表第４に 



－6－ 

定める使用料を納付しなければならない。 

４ 第１項の規定による使用は、別表第４に定める使用時間の区分を単位として承認 

するものとし、区長は、一の登録団体につき１週間（日曜日から土曜日までとする。） 

において４区分まで（音楽室の使用にあっては、１区分のみ）、１日において２区

分（異なる時間帯の区分とする。）まで使用の承認をすることができる。 

５ 第１０条、第１１条、第１２条第１項及び第１３条第２項の規定は、登録団体に 

よる施設の使用について準用する。 

（施設の変更禁止等） 

第１５条 施設を使用する者（以下「使用者」という。）は、施設の使用に際して、

当該施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区

長の承認を受けたときは、この限りでない。 

（使用権の譲渡等の禁止） 

第１６条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（原状回復の義務） 

第１７条 使用者は、施設の使用を終了した場合は、第１５条ただし書の承認を受け

たときを除き、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。使用の承認を取

り消され、又は使用を停止された場合及び第９条の登録を取り消された場合も同様

とする。 

（損害賠償） 

第１８条 施設を損傷し、又は滅失させた者は、区長が相当と認める損害額を賠償し

なければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めたときは、損

害額の全部又は一部を免除することができる。 

（入館の制限等） 

第１９条 区長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を禁止

することができる。 

 ⑴ 他人に迷惑をかけ、又は施設等を損傷するおそれがあるとき。 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。 

２ 使用者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定その他区長の指示を守らな

ければならない。 

（委任） 
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第２０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

１ この条例は、平成２７年２月１日から施行する。ただし、附則第３項及び第４項

の規定は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、センターの公用開始の日は、平成２７年４月１日

とする。 

３ 世田谷区立池之上青少年会館条例（昭和５４年３月世田谷区条例第１９号）は、

廃止する。 

４ 世田谷区青年の家条例（昭和３８年３月世田谷区条例第４号）は、廃止する。 

別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

世田谷区立青少年交流センター池之上

青少年会館 

東京都世田谷区代沢二丁目３７番１８号 

世田谷区立野毛青少年交流センター 東京都世田谷区野毛二丁目１５番１９号 

別表第２（第３条関係）  

名称 施設 

世田谷区立青少年交流センター池之上

青少年会館 

学習室（交流室）Ⅰ 学習室（交流室）

Ⅱ 音楽室 和室 読書室 

世田谷区立野毛青少年交流センター ホール 和室Ⅰ 和室Ⅱ 交流室 会議

室Ⅰ 会議室Ⅱ 食堂・厨房 屋外施設

 寝室Ⅰ 寝室Ⅱ 読書室 創作活動室 

別表第３（第７条関係） 

１ 世田谷区立青少年交流センター池之上青少年会館 

施設名 使用時間 

学習室（交流室）

Ⅰ、学習室（交流

室）Ⅱ及び和室 

午前 午後 夜間 

午前９時から午後

零時５０分まで 

午後１時から午後 

５時５０分まで 

午後６時から午後 

９時５０分まで 

音楽室 午前 午後Ａ 午後Ｂ 夜間 

午前９時から 午後１時から 午後４時から 午後７時から
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午後零時５０

分まで 

午後３時５０

分まで 

午後６時５０

分まで 

午後９時５０

分まで 

読書室 午前９時から午後９時５０分まで 

２ 世田谷区立野毛青少年交流センター 

施設名 使用時間 

ホール、和室Ⅰ、 

和室Ⅱ、交流室、 

会議室Ⅰ、会議室 

Ⅱ、食堂・厨房及 

び創作活動室 

午前 午後 夜間 

午前９時から午後

零時５０分まで 

 

午後１時から午後 

４時５０分まで 

午後５時から午後 

９時まで 

屋外施設 

 

午前 午後 

午前９時から午後零時５０分

まで 

午後１時から午後５時まで 

読書室 午前９時から午後９時まで 

寝室Ⅰ及び寝室Ⅱ 午後５時から翌日午前９時まで 

別表第４（第１４条関係） 

１ 世田谷区立青少年交流センター池之上青少年会館⑴ 

施設名 使用時間 

午前 午後 夜間 

午前９時から午後 

零時５０分まで 

午後１時から午後 

５時５０分まで 

午後６時から午後 

９時５０分まで 

学習室（交流室）Ⅰ ９６０円 ９６０円 ９６０円 

学習室（交流室）Ⅱ ３００円 ３００円 ３００円 

和室 ３００円 ３００円 ３００円 

２ 世田谷区立青少年交流センター池之上青少年会館⑵ 

施設名 使用時間 

午前 午後Ａ 午後Ｂ 夜間 

午前９時から午

後零時５０分ま

午後１時から午

後３時５０分ま

午後４時から午

後６時５０分ま

午後７時から午

後９時５０分ま
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で で で で 

音楽室 １，９２０円 １，４４０円 １，４４０円 １，４４０円 

３ 世田谷区立野毛青少年交流センター⑴ 

施設名 使用時間 

午前 午後 夜間 

午前９時から正午ま 

で 

午後１時から午後４ 

時３０分まで 

午後５時から午後９ 

時まで 

ホール １，４４０円 １，６８０円 １，９２０円 

和室Ⅰ ３００円 ３００円 ３００円 

和室Ⅱ ３００円 ３００円 ３００円 

交流室 ３００円 ３００円 ３００円 

食堂・厨房 ９６０円 １，０８０円 １，４４０円 

４ 世田谷区立野毛青少年交流センター⑵ 

施設名 使用時間 

午前 午後 

午前９時から正午まで 午後１時から午後５時まで 

会議室Ⅰ ７２０円 ９６０円 

会議室Ⅱ ３００円 ３００円 

創作活動室 １，４４０円 １，９２０円 

 


